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(57)【要約】
　本発明は、ボウル（１０）と、洗浄液を貯溜可能でか
つ該洗浄液を排出するための排出手段が配設されたタン
ク（１０１）を有しかつ前記ボウル（１０）と並設され
た洗浄装置（１００）と、を備えたトイレ装置（１）に
係るものであって、該トイレ装置（１）は、加圧水を供
給する給水ネットワークに接続され、ボウル（１０）に
開口する柱状管（１１４）と、前記給水ネットワークと
柱状管（１１４）との間に介在されたベンチュリ管であ
って、タンク（１０１）内の洗浄液をボウル（１０）内
に排出させるために、前記加圧水の圧力を減少させて該
洗浄液を吸引するように、タンク（１０１）内の略底部
に配置されたベンチュリ管（１３０）と、前記加圧水の
前記排出手段への流入を制御する手動トリガーアクチュ
エータ及びロッド（１２６）に接続された、多量洗浄フ
ロート（１２７）又は少量洗浄フロート（１２８）と、
を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボウル（１０）と、洗浄液を貯溜可能でかつ該洗浄液を排出するための排出手段が配設
されたタンク（１０１）を有しかつ前記ボウル（１０）と並設された洗浄装置（１００）
と、を備えたトイレ装置（１）であって、
　加圧水を供給する給水ネットワークに接続され、前記ボウル（１０）に開口する柱状管
（１１４）と、
　前記給水ネットワークと前記柱状管（１１４）との間に介在されたベンチュリ管であっ
て、前記タンク（１０１）内の洗浄液を前記ボウル（１０）内に排出させるために、前記
加圧水を膨張させて該洗浄液を吸引するように、前記タンク（１０１）内の略底部に配置
されたベンチュリ管（１３０）と、
　前記加圧水の前記排出手段への流入を制御する手動トリガーアクチュエータ及びロッド
（１２６）に接続された、少なくとも１つの多量洗浄フロート（１２７）又は少なくとも
１つの少量洗浄フロート（１２８）と、
を備えていることを特徴とするトイレ装置（１）。
【請求項２】
　請求項１記載のトイレ装置（１）において、
　前記多量洗浄フロート（１２７）は、前記加圧水の前記排出手段への流入を制御する前
記手動トリガーアクチュエータに接続された磁石（１２９）により保持されることを特徴
とするトイレ装置（１）。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のトイレ装置（１）において、
　前記ロッド（１２６）は、前記加圧水の前記排出手段への流入を制御するために前記多
量洗浄フロート（１２７）が該ロッド（１２６）に圧力を付与することを可能にするワッ
シャ（１２６Ｃ）を有することを特徴とするトイレ装置（１）。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載のトイレ装置（１）において、
　前記少量洗浄フロート（１２８）は、前記加圧水の前記排出手段への流入を制御する前
記ロッド（１２６）に固定されていることを特徴とするトイレ装置（１）。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載のトイレ装置（１）において、
　前記ロッド（１２６）は、前記加圧水の前記排出手段への流入を制御することを可能に
する２つのワッシャ（１２６Ａ，１２６Ｂ）を有することを特徴とするトイレ装置（１）
。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載のトイレ装置（１）において、
　前記ベンチュリ管（１３０）は、
　　前記柱状管（１１４）の前記給水ネットワーク側の端部に挿入されかつ狭窄部（１３
２）が形成されたスリーブ（１３１）と、
　　前記洗浄液を前記柱状管（１１４）内に流入させるために、前記洗浄液を、前記排出
手段内を流れる前記加圧水に連通させるための開口（１３４）と、
を有することを特徴とするトイレ装置（１）。
【請求項７】
　請求項６記載のトイレ装置（１）において、
　前記柱状管（１１４）は、前記洗浄液を前記加圧水に連通させるための開口（１３４）
を前記スリーブ（１３１）と共に画定するラッパ状拡管部を有することを特徴とするトイ
レ装置（１）。
【請求項８】
　請求項６又は７記載のトイレ装置（１）において、
　前記スリーブ（１３１）には、前記柱状管（１１４）を保持するための少なくとも３つ
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のフィン（１３３）が設けられていることを特徴とするトイレ装置（１）。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１つに記載のトイレ装置（１）において、
　前記排出手段は、前記給水ネットワークに接続されたＵ字形の排出導管（１１０）を有
し、
　前記排出導管（１１０）は、下降部（１１１）と、屈曲部（１１２）と、前記ベンチュ
リ管（１３０）と、前記柱状管（１１４）とを有することを特徴とするトイレ装置（１）
。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１つに記載のトイレ装置（１）において、
　前記給水ネットワークに接続された少なくとも１つの供給弁（１２０）が、前記排出手
段に接続されていることを特徴とするトイレ装置（１）。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１つに記載のトイレ装置（１）において、
　前記給水ネットワークに接続されかつ前記タンク（１０１）内に前記洗浄液としての水
を注入するための少なくとも１つの注入弁（１４０）が設けられていることを特徴とする
トイレ装置（１）。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１つに記載のトイレ装置（１）において、
　前記ボウル（１０）は、ボウル凹状部（１１）が設けられた前部と、前記洗浄装置（１
００）が挿入される凹部（１５）を画定する２つの側壁（１９）が設けられた後部とを有
することを特徴とするトイレ装置（１）。
【請求項１３】
　請求項１２記載のトイレ装置（１）において、
　前記洗浄装置（１００）の底面が、前記ボウル凹状部（１１）の底面と同じ高さ位置に
あるか、又は、該ボウル凹状部（１１）の底面よりも下側に位置していることを特徴とす
るトイレ装置（１）。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３記載のトイレ装置（１）において、
　前記洗浄装置（１００）は、前記ボウル（１０）の後部において、前記２つの側壁（１
９）の間でかつ該ボウル（１０）の座面（１８）と該ボウル（１０）の底面（１２）との
間に収容されていることを特徴とするトイレ装置（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トイレ装置、特に洗浄液タンクから洗浄液を排出するための装置に関する技
術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　広く使用されているトイレ装置の殆どは、洗浄液タンクを空にするために重力を利用し
ている。従来使用されている機構は、高所に設けられかつボウルに接続された洗浄液タン
クを備えている。このタンクは、その下部に設けられた可動閉鎖器により閉鎖される。使
用者が洗浄機構を作動させると、閉鎖器が開放されて洗浄液がボウルへと流下する。そし
てタンクが空になりかけたときに、洗浄液の流れを止めるために、閉鎖器がタンクの開口
を閉鎖する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記のシステムでは、洗浄液タンクを高所に設けなければならないので、製造業者はシ
ステムをコンパクト化することができない。
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【０００４】
　また、栓を移動させる機構の摩耗や栓自体の摩耗が、ボウルへの液漏れの原因となり得
る。
【０００５】
　以上の技術的背景において、本発明は、従来の機構で生じる液漏れの問題がない、コン
パクトなトイレ装置を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ボウルと、該ボウルの後側に配置された洗浄装置と、を備えるトイレ装置に
関する。この洗浄装置は、洗浄液を貯溜可能でかつ該洗浄液を排出するための排出手段が
配設されたタンクを備えている。Ｕ字形の前記排出手段が、加圧水を供給する給水ネット
ワークに接続されかつ前記ボウル内に開口する柱状管を備えていてもよい。また、前記給
水ネットワークと前記柱状管との間に、ベンチュリ管が接続される。このベンチュリ管は
、前記タンク内の洗浄液を前記ボウル内に排出させるために、前記加圧水を膨張させて前
記タンク内の洗浄液を確実に吸引するように、前記タンク内の略底部に配置される。前記
排出手段はまた、前記加圧水の前記排出手段への流入を制御する手動トリガアクチュエー
タ及びロッドに接続された、少なくとも１つの多量洗浄フロート又は少なくとも１つの少
量洗浄フロートを備えていてもよい。
【０００７】
　このように、本発明に係るトイレ装置は、ベンチュリ効果により生じる吸引力を利用し
て、洗浄液をタンクから排出してボウル内へと流し込む。
【０００８】
　本発明は、重力を利用する必要の無い構造を有する、コンパクトなトイレ装置を提案し
得る。また、本発明に係る装置は、閉鎖器を備えていないので、従来技術の装置に固有の
液漏れを回避することができる。
【０００９】
　一実施形態において、前記多量洗浄フロートは、前記加圧水の前記排出手段への流入を
制御する前記手動トリガアクチュエータに接続された磁石により保持されるようにしても
よい。
【００１０】
　本発明は、前記加圧水の前記排出手段への流入を制御するために、タンクに貯溜された
洗浄液が多量洗浄フロートに作用させる力を有効に利用する。
【００１１】
　また、本発明において、前記手動トリガアクチュエータに接続された磁石は、摩耗の影
響を受けにくくかつ湿気に強い制御要素となり得る。
【００１２】
　さらに、前記ロッドは、前記加圧水の前記排出手段への流入を制御するために前記多量
洗浄フロートが該ロッドに圧力を付与することを可能にするワッシャを有してもよい。
【００１３】
　前記多量洗浄フロートは、前記ロッド上において、該多量洗浄フロートが前記磁石に吸
着される位置と、該多量洗浄フロートが前記ワッシャに当接して該ロッドに圧力を付与す
る位置と、の間で摺動し得る。
【００１４】
　他の実施形態において、前記少量洗浄フロートは、前記加圧水の前記排出手段への流入
を制御する前記ロッドに固定されていてもよい。
【００１５】
　有利な構成として、前記ロッドに接続された複数のフロートを組み合わせて、前記加圧
水の前記排出手段への流入を、異なる制御で実現することが可能である。これにより、複
数のフロートを組み合わせて、洗浄液の排出量を変更することができる。
【００１６】
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　また、前記ロッドは、前記加圧水の前記排出手段への流入を制御することを可能にする
２つのワッシャを有してもよい。
【００１７】
　さらに、前記ベンチュリ管は、前記柱状管の前記給水ネットワーク側の端部に挿入され
かつ狭窄部が形成されたスリーブと、前記洗浄液を前記柱状管内に流入させるために、前
記洗浄液を、前記排出手段内を流れる前記加圧水に連通させるための開口と、を有してい
てもよい。
【００１８】
　前記加圧水が前記排出手段の前記狭窄部を流れることにより、該加圧水の流れが加速さ
れかつ該加圧水の圧力が減少する。前記加圧水が、前記狭窄部の断面積よりも大きい断面
積の前記柱状管に流入する際、該加圧水が大きく膨張して、吸引現象を発生させる。また
、前記柱状管は、前記タンクの上で開口している。こうして、前記タンク内の洗浄液が吸
引されて、柱状管内へと流入する。
【００１９】
　このようにベンチュリ管は、加圧水の流れを利用して、タンク内の洗浄液を吸引する。
【００２０】
　好ましい実施形態によれば、前記柱状管は、前記洗浄液を前記加圧水に連通させるため
の開口を前記スリーブと共に画定するラッパ状拡管部（フレア拡管部）を有している。
【００２１】
　これにより、タンク内の洗浄液が柱状管内に吸引され得る。
【００２２】
　前記スリーブには、前記柱状管を保持するための少なくとも３つのスペーサが設けられ
ていることが好ましい。
【００２３】
　このようにスペーサは、タンク内の洗浄液の吸引に必要な開口を確保しつつ、柱状管を
保持する。
【００２４】
　前記排出手段は、前記給水ネットワークに接続されたＵ字形の排出導管を有し、前記排
出導管は、下降部と、屈曲部と、前記ベンチュリ管と、前記柱状管とを有することが好ま
しい。この形態では、標準的な高さ位置で加圧水の流入を許容する。
【００２５】
　また、前記給水ネットワークに接続された少なくとも１つの供給弁が、前記排出手段に
接続されていてもよい。
【００２６】
　これにより、排出手段に供給される加圧水を調節し得る。
【００２７】
　さらに、前記給水ネットワークに接続されかつ前記タンク内に前記洗浄液としての水を
注入するための少なくとも１つの注入弁が設けられていてもよい。
【００２８】
　このように、本発明に係る装置は、洗浄液をタンクに注入しかつ排出手段に供給するた
めに、２つの異なる弁を使用する。
【００２９】
　好ましい実施形態によれば、前記ボウルは、ボウル凹状部が設けられた前部と、前記洗
浄装置が組み込まれる凹部を画定する２つの側壁が設けられた後部とを有する。
【００３０】
　また、前記洗浄装置の底面が、前記ボウル凹状部の底面と同じ高さ位置にあるか、又は
、該ボウル凹状部の底面よりも下側に位置していてもよい。
【００３１】
　本発明に係る装置では、タンクを空にするためにベンチュリ効果による吸引力を利用す
るので、洗浄装置を高い位置に設置する必要がない。この結果、本発明に係る装置では、
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ボウル凹状部の底面に対して自由な高さ位置に洗浄装置を配置することができる。また、
本発明に係る装置では、洗浄装置の底面をボウル凹状部の底面と同じ高さ位置にするか、
又は、該ボウル凹状部の底面よりも下側にすることにより、閉鎖器による閉鎖を必要とす
る、重力により洗浄液を排出する構造で生じる液漏れの問題を無くすことができるととも
に、コンパクト化を実現することができる。
【００３２】
　したがって、タンク内の洗浄液は、ボウルと同じ高さ位置に位置する。
【００３３】
　また、前記洗浄装置は、前記ボウルの後部において、前記２つの側壁の間でかつ該ボウ
ルの座面と該ボウルの底面との間に完全に収容されるようにしてもよい。
【００３４】
　これにより、洗浄装置はボウルと完全に一体化される。したがって、本発明に係る装置
は、コンパクトであり、かつ閉鎖器の使用に起因する液漏れの問題が発生しない。
【００３５】
　さらに、機械式アクチュエータを、前記供給弁の閉鎖のトリガーに適用してもよい。
【００３６】
　また、前記機械式アクチュエータは、少なくとも１つの磁石と、タンクに貯溜されてい
る洗浄液に浮かぶ少なくとも１つのフロートとを有していてもよい。前記少なくとも１つ
の磁石と前記少なくとも１つのフロートとを、前記供給弁の閉鎖のトリガーに適用しても
よい。
【００３７】
　これにより、タンクが空になりかけたとき、前記排出手段に前記加圧水を供給する前記
供給弁が閉鎖される。
【００３８】
　その他の特徴及び利点は、非限定的な一例としての、本発明の一実施形態の以下の記載
及び添付の参照図面より明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係るトイレ装置の斜視図である。
【図２】本発明に係るトイレ装置の洗浄液タンクの断面斜視図である。
【図３】本発明に係るトイレ装置の洗浄液タンク及び排出手段の断面斜視図である。
【図４】前記洗浄液タンクの後部の断面図である。
【図５】前記洗浄液タンクの後部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　本発明は、図１に示すトイレ装置１に関する。
【００４１】
　本実施形態において、トイレ装置１は、ボウル１０及びタンク１０１（図１では、これ
らは宙に浮いている）を備える。
【００４２】
　ボウル１０は、座面１８と、平面をなす底面１２と、２つの側壁１９と、室の壁に固定
される後鉛直部１３とを有する。
【００４３】
　室の壁にボウル１０が固定された状態で、座面１８は、床と略平行になるように位置す
る。
【００４４】
　ボウル１０は、液体を受けるボウル凹状部１１と、該ボウル１０を洗浄するために洗浄
水（洗浄液）をボウル１０内に吐出する吐出部１６とを有する。
【００４５】
　また、ボウル１０は、後鉛直部１３の近傍に、洗浄装置１００を受け入れる凹部１５を



(7) JP 2017-523332 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

更に有する。
【００４６】
　図２～図４に示すように、洗浄装置１００は、タンク１０１を有する。このタンク１０
１が設置された状態で、タンク１０１の底面が、ボウル凹状部１１の底面と同じ高さ位置
にあるか、又は、ボウル凹状部１１の底面よりも下側に位置する。
【００４７】
　後述するように、このことが本発明の重要な特徴である。
【００４８】
　また、タンク１０１が設置された状態で、タンク１０１の上部が、ボウル１０の座面１
８と略同じ高さ位置に位置していてもよい。
【００４９】
　タンク１０１は、液体の貯溜に適したポリマー製であってもよく、２つの側壁１９間に
おいてボウル１０の後鉛直部１３と一体形成されていてもよい。
【００５０】
　図２に示すように、タンク１０１内の上部には、加圧水を供給するための供給弁１２０
が固定されている。供給弁１２０は、加圧水を排出導管１１０へと供給する。排出導管１
１０はＵ字形をなしており、下降管部（下降部）１１１と、屈曲管部（屈曲部）１１２と
、上昇管（柱状管）１１４とを有する。
【００５１】
　柱状管１１４の出口には、排出屈曲部１１５が位置している。図３に詳細に示すように
、排出導管１１０における屈曲部１１２と柱状管１１４との間に、ベンチュリ管１３０が
位置している。
【００５２】
　ベンチュリ管１３０は、管状のスリーブ１３１を有する。このスリーブ１３１は、その
一方において、屈曲部１１２の断面と類似の断面を有する。また、スリーブ１３１は、柱
状管１１４内に向けて開口する円錐形の狭窄部１３２を有する。
【００５３】
　本実施形態では、スリーブ１３１には、４つのフィン１３３が固定されている。柱状管
１１４は、排出導管１１０の内外を連通する円筒状の開口１３４が形成されるように、４
つのフィン１３３に支持されている。
【００５４】
　供給弁１２０は、手動の多量洗浄アクチュエータ及び少量洗浄アクチュエータにより駆
動される機械式アクチュエータ１２５により確実に作動制御される。
【００５５】
　機械式アクチュエータ１２５は、下降ロッド１２６に固定された少量洗浄フロート１２
８と、柱状管１１４上及び該ロッド１２６上を摺動する多量洗浄フロート１２７とを有し
ていてもよい。
【００５６】
　多量洗浄フロート１２７及び少量洗浄フロート１２８は、発泡スチロール、又は密度が
水よりも小さい、その他の材料で形成されていてもよい。
【００５７】
　ロッド１２６は、押圧ワッシャ１２６Ａ～１２６Ｃを有する。
【００５８】
　ワッシャ１２６Ａとワッシャ１２６Ｂとの間に、レバー１２１が位置している。このレ
バー１２１は、供給弁１２０を駆動する。
【００５９】
　ワッシャ１２６Ｃは、多量洗浄フロート１２７の近傍に位置する。
【００６０】
　多量洗浄フロート１２７は、屈曲部１１２の壁部に配置された磁石１２９と連係するよ
うになされている。
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【００６１】
　また、洗浄装置１００は、図４に示すように、注入弁１４０を有する。
【００６２】
　注入弁１４０は、水による洗浄動作の後にタンク１０１への注水を許容する。
【００６３】
　この目的のために、注入弁１４０は、加圧水を供給する給水ネットワークに接続されて
いる。
【００６４】
　図５に示すように、供給弁１２０及び注入弁１４０は、三方弁１８０により前記給水ネ
ットワークに接続される。
【００６５】
　三方弁１８０は、タンク１０１から洗浄水を排出中に供給弁１２０に加圧水を連続して
供給し、その後に、タンク１０１に注水する（タンク１０１を満水にする）ために、注入
弁１４０に加圧水を供給する。
【００６６】
　支柱１４２に摺動可能に設けられた注水フロート１４１が、注入弁１４０を閉鎖する。
【００６７】
　以下、本発明に係るトイレ装置１の動作を説明する。
【００６８】
　以下の説明は、タンク１０１が満水の状態から始まるものとする。
【００６９】
　少量洗浄アクチュエータが始動すると、供給弁１２０を開放するべくワッシャ１２６Ｂ
がレバー１２１に圧力を付与するように、ロッド１２６が移動する。
【００７０】
　続いて、洗浄水に浸かっている少量洗浄フロート１２８が、ロッド１２６に圧力を付与
して、レバー１２１からの力に抗してワッシャ１２６Ｂを保持する。
【００７１】
　多量洗浄アクチュエータが始動すると、多量洗浄フロート１２７が、磁石１２９から離
れる。
【００７２】
　洗浄水に浸かっている多量洗浄フロート１２７は、磁石１２９から離れた後、ロッド１
２６のワッシャ１２６Ｃに圧力を付与する。これにより、ロッド１２６が移動して、ワッ
シャ１２６Ｂがレバー１２１を押圧して、供給弁１２０を開放しかつ開放状態に維持する
。
【００７３】
　いずれのアクチュエータが始動しても、供給弁１２０からの加圧水がベンチュリ管１３
０内を流れるときに、狭窄部１３２により加圧水の流速が局所的に上昇する。加圧水は、
狭窄部１３２から柱状管１１４へと噴出する際に、流速の上昇に応じて大きく膨張し、こ
の膨張により、周囲の液体を吸引する力が発生する。開口１３４は、タンク１０１内の洗
浄水が柱状管１１４へと流入するのを許容する。このように、加圧水が流れている間、ベ
ンチュリ管１３０により発生した吸引力により、タンク１０１内の洗浄水が柱状管１１４
へと流入する。
【００７４】
　柱状管１１４内に吸引された洗浄水は、排出屈曲部１１５及び吐出部１６を経由して、
ボウル１０のボウル凹状部１１へと排出される。
【００７５】
　排出屈曲部１１５は、洗浄水がボウル凹状部１１に排出されている間、該洗浄水を適切
な方向に向けて流すようにするものである。
【００７６】
　本実施形態において、供給弁１２０は、給水ネットワークに接続されていて、加圧水を
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排出導管１１０に供給する。給水弁１２０からの加圧水は、約３バールの圧力を有してい
る。
【００７７】
　少量洗浄の場合には、タンク１０１の水位が、少量洗浄フロート１２８が完全に水没し
ないような水位となったときに、少量洗浄フロート１２８がロッド１２６に圧力を付与し
なくなり、これにより、ワッシャ１２６Ａが、重力により、レバー１２１の位置を変える
。この結果、給水弁１２０が閉鎖される。
【００７８】
　多量洗浄の場合には、タンク１０１の水位が、多量洗浄フロート１２７が完全に水没し
ないような水位になったときに、多量洗浄フロート１２７の磁石１２９に対する位置が変
わるとともに、ワッシャ１２６Ａが、重力により、レバー１２１の位置を変える。この結
果、給水弁１２０が閉鎖される。
【００７９】
　洗浄後にタンク１０１に注水するために、注入弁１４０は、注水フロート１４１が注入
弁１４０を閉鎖させるように作動するまで、開放し続ける。
【００８０】
　したがって、本発明のトイレ装置によると、ボウルの後側又はボウルよりも下側の位置
にタンクを配置可能とする利点を有する。これにより、コンパクト化されたトイレ装置が
実現可能となる。また、前記洗浄装置の構成によると、ボウルへの液漏れを防止すること
ができる。

【図１】 【図２】
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